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GW2050 PROJECTS 推進協議会 

2024 年 10 月 1 日 

 

「沖縄の国際競争力の強化・持続的発展に向けた成長戦略策定事業」 

実施に係る支援業務委託 企画提案公募要領 

 

「沖縄の国際競争力の強化・持続的発展に向けた成長戦略策定事業」（以下、本事業）実施に

係る支援業務委託の実施にあたり、委託事業者を公募し、プロポーザル方式により企画提案内容を

審査し、委託する事業者を決定します。 

 

 

1. 委託事業名 

「沖縄の国際競争力の強化・持続的発展に向けた成長戦略策定事業」実施に係る支援業務委託 

 

2. 委託業務の概要 

 沖縄では今後、那覇港湾施設、牧港補給地区および普天間飛行場の段階的な返還が期待され

ており、これまで那覇市、浦添市および宜野湾市において、個別に跡地利用計画の調査・検討が 

進められてきた。 

GW2050 PROJECTS 推進協議会では、更地からの広範囲（約 800ha）での面的開発が 

期待される基地返還予定地を、沖縄が飛躍的に発展し、日本を牽引するポテンシャルと認識しており、

全県俯瞰的な視点で次代の沖縄のありたいビジョンをグランドデザインとして描くとともに、3 つの基地

返還予定地に沖縄の産業や観光の玄関口である那覇空港を加えた 4 つのエリアを「価値創造重要

拠点」と位置づけ、相互に連携し機能分担することで一体的な成長戦略を構築し、各エリア単体で

得られる以上の地域発展性を目指している。 

本委託事業では、GW2050 PROJECTS 推進協議会とともに今年度はフェーズ１としてグランド

デザインの策定、次年度はフェーズ２として価値創造重要拠点の機能・役割の明確化を図り、次代

の沖縄の進化を象徴する「世界に開かれたゲートウェイ」として成長戦略を策定する。 

 

3. 委託期間 

 契約締結の日から 2025 年 3 月 31 日まで 

※本事業は 2026 年 3 月 31 日までの２年度事業となり、今回は初年度実施分の公募です 

 

4. 予算上限額 

 193,960 千円（消費税及び地方消費税（10％）含む） 

※ 当該金額は、企画提案において提示する金額の上限額であり、契約金額ではありません 
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5. 応募資格 

 次に掲げる要件全てを満たす者であること。 

⑴ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）

に基づき、更正手続開始又は民事再生法手続開始の申立てがなされている者でないこと。 

⑵ 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律第２条に規定する暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有していないこと。 

⑶ 沖縄県、那覇市、浦添市、宜野湾市の指名停止措置を受けている期間中ではないこと。 

⑷ 日本国内に拠点を有している法人であること。なお、沖縄県内に本店又は支店等を有しない場

合は、県内に本店又は支店等を有する事業者と共同企業体を結成し参加すること。 

⑸ 租税の未申告及び滞納がないこと。 

⑹ 当該業務の遂行に必要な関連知識及び業務を的確に遂行するに足る能力、組織、人員等を

有していること。 

⑺ 当該業務に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 

⑻ 過去５年間の間に以下に関連する調査・企画事業の実績を有していること。 

① 国内・海外における地域の成長戦略及び地域特性を踏まえた新産業創出に関わる調査・企

画事業 

② 国内・海外の自治体との、都市開発や公共交通に関わる調査・企画事業 

③ 国内・海外の空港運営事業者・航空会社との、空港施設の運営や DX に関わる調査・企画

事業 

④ 人材育成プログラムの調査・企画事業 

⑼ 当該業務の見積額が契約限度額の範囲内であること。 

⑽ 応募は共同企業体でも可とし、この場合の要件は以下のとおりとする。 

① 共同企業体の代表構成員が応募を行うこと 

② 共同企業体の構成員は、上記応募資格(1)から(6)までを満たす者であること 

③ 共同企業体の構成員が、他の共同企業体の構成員として重複応募する者ではないこと 

④ 共同企業体の構成員が、単体企業としても重複応募する者ではないこと 

⑤ 共同企業体の代表構成員は、業務目的の達成のため代表構成員以外の構成員との連携を

密にし、業務の推進及び成果の達成を図るものとする 

 

6. 応募方法 

⑴ 募集要領及び仕様書の配付 

① 配付開始：2024 年 10 月 1 日（火） 

② 配布方法：GW2050 PROJECTS 推進協議会 ホームページからダウンロード 

【URL】 https://www.gw2050.okinawa/ 

⑵ 事業説明会(Web) 

① 開催日時：2024 年 10 月 4 日（金) 16 時～17 時  



3 

 

② 受付期限：2024 年 10 月 3 日（木）15 時必着 

③ 申込方法：ア e メールにより参加申し込みください 

イ メール件名に【Web 説明会申込】と記載ください 

ウ 本文に企業名、担当者名、連絡先（メールアドレス）をご記入ください 

エ 説明会は 1 企業 1 アカウントとさせていただきます 

オ 申込をいただいた後、当方より会議 URL を返信いたします 

※ Web 説明会への参加は任意であり、応募資格や採択審査における判断に影響はございません 

⑶ 質問の受付及び回答 

応募にあたって質問がある場合には、質問書【様式１】を記入し、メールにて受付 

① 受付期限：【第１回】2024 年 10 月 10 日 (木) 12 時 

          【第２回】2024 年 10 月 15 日 (火) 12 時 

② 提出場所：下記の問い合わせ及び提出先参照 

⑷ 参加申込書の提出 

① 提出期限：2024 年 10 月 7 日（月) 12 時 

② 提出場所：下記の問い合わせ及び提出先参照 

③ 提出書類：ア 企画提案参加申込書【様式２】 

イ 誓約書【様式３】（共同企業体の場合は構成員ごとに提出） 

④ 提出方法：メールにより提出してください 

⑤ 資格通知：参加資格の有無について、10 月 8 日までにメールにて参加資格を通知します 

⑸ 企画提案書の提出 

① 提出期限：2024 年 10 月 21 日（月) 14 時 

② 提出場所：下記の問い合わせ及び提出先参照 

③ 提出書類：ア 企画提案応募申請書【様式４】 

イ 共同企業体協定書【任意様式】（共同企業体による応募の場合のみ） 

ウ 企画提案書【任意様式/A４版 40 頁以内/文字サイズ原則 12pt 以上】 

エ 会社概要【様式５】 

オ 業務実績【様式６】 

カ 経費見積書【様式７】 

キ 執行体制【様式 8】 

ク 定款又は寄附行為 

ケ 履歴事項証明書（全部事項証明書） 

 

7. 企画提案書の作成方法 

 別紙「沖縄の国際競争力の強化・持続的発展に向けた成長戦略策定事業」実施に係る支援業務

委託仕様書」のとおり。 
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8. プレゼンテーション 

⑴ 企画提提案内容について、提出者によるプレゼンテーションを実施します。 

⑵ プレゼンテーションの詳細（時間・場所等）については、企画提案書提出後に提案者に対し 

ご連絡します。 

 

9. 公募スケジュール（予定） 

1 公募開始 10 月 1 日（火） 

2 事業詳細説明会(Web) 10 月 4 日（金） 16～17 時 

3 企画提案参加申込書提出期限 10 月 7 日（月） 12 時 

4 参加資格通知 10 月 8 日（火）  

5 第１回 質問受付期限 10 月 10 日（木）12 時 

6 第２回 質問受付期限 10 月 15 日（火）12 時 

7 企画提案書提出期限 10 月 21 日（月）14 時 

8 事業者プレゼン及び選定審査会 10 月 23 日（水）予定 

 

10. 企画提案に係る留意事項 

⑴ 企画提案書等は提案者１者につき１提案のみ受け付けるものとし、提出された書類は返却し

ません。 

⑵ 企画提案書は「業務委託仕様書 『６. フェーズ１ 事業内容』」の各項目の順序に沿った形

とし、各項目における提案者の固有の強み等があれば具体的に記載してください。 

⑶ 虚偽の記載又は予算額を超えた企画提案書等は、無効とします。 

⑷ 「５．応募資格」に示す要件を満たさない者又は委託事業者を選定するまでの間に応募資格

要件を満たさなくなった者が提出した企画提案書等は、無効とします。 

⑸ 企画提案書の作成に要する費用等、企画提案に要する経費については、提案者の負担としま

す。 

⑹ 提出された企画提案書等は、本件企画提案における選定作業以外には使用しません。 

⑺ 選定に関する審査内容及び経過などについては公表しません。 

 

11. 委託事業者の選定方法 

選定審査会において、提出された企画提案書及びプレゼンテーションの内容等について審査を行い、

本事業の優先交渉の順位を決定します。 

 

12. 結果の通知 

選定結果は、全ての提案者に対して文書で個別に通知します。 
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13. 受託事業者の決定及び契約 

優先交渉権者と提案内容、契約内容の詳細な協議のうえ、受託事業者として、委託契約を締結

するものとします。なお、協議が合意に至らなかった場合は、次点交渉権者と協議に入るものとします。 

 

14. 問い合わせ及び提出先 

〒900-0029 沖縄県那覇市旭町 114-4 6 階 

GW2050 PROJECTS 推進協議会事務局 

E-mail：contact@gw2050.okinawa 

以上 
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